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津
久
見
市
で
は
地
震
に
対
す
る

住
宅
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た

め
、
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
か

か
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
補
助
限
度
額　

２
０
０
０
０
円

▼
募
集
戸
数　

５
戸

▼
補
助
の
条
件　

以
下
の
項
目
す

べ
て
に
該
当
す
る
場
合

①
昭

和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
２
階
建
て
以
下
の
木

造
１
戸
建
の
住
宅
︵
店
舗
等
兼

用
住
宅
の
場
合
は
住
宅
部
分
の

面
積
が
２
分
の
１
以
上
の
も
の
︶

を
診
断
す
る
場
合

②
耐
震
診

断
は
受
講
登
録
者
︵
※
︶
に
委
託

し
て
、
日
本
防
災
協
会
が
定
め

る
﹁
一
般
診
断
法
﹂
ま
た
は
﹁
精

密
診
断
法
﹂
に
よ
り
診
断
さ
れ

る
場
合

※
受
講
登
録
者
と
は
大
分
県
知
事

が
登
録
し
た
建
築
士
事
務
所
に

所
属
す
る
建
築
士
で
、
知
事
の

指
定
す
る
講
習
を
受
講
し
、
大

分
県
建
築
物
総
合
防
災
推
進
協

議
会
に
登
録
し
た
も
の

※
受
講
登
録
者
の
名
簿
は
都
市
建

設
課
で
閲
覧
で
き
ま
す

▼
募
集
期
間　

平
成
20
年
５
月

10 
日
〜
平
成
21
年
１
月
31
日

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

都
市
建
設
課　

☎
82-

９
５
１
５

　

８
月
９
日
の
長
崎
原
爆
の
日
に

親
子
で
の
取
材
を
と
お
し
て
、
原

爆
や
平
和
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。

▼
対
象　

市
内
に
お
住
ま
い
の
小

学
生
と
そ
の
保
護
者

▼
実
施
期
間　

８
月
８
日

（金）
〜

10 
日

（日）
︵
２
泊
３
日
︶

＊
長
崎
市
滞
在
中
、
平
和
祈
念
式

典
や
原
爆
資
料
館
見
学
な
ど
を

通
し
て
原
爆
・
平
和
に
関
す
る

取
材
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
定
員　

全
国
か
ら
20
人
︵
10 
組
︶

＊
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選

▼
参
加
費　

長
崎
市
へ
の
交
通
費
、

宿
泊
代
、
滞
在
中
の
取
材
補
助

経
費
を
支
給

▼
申
込
方
法　

往
復
は
が
き
に
住

所
、
氏
名
、
性
別
、
小
学
校
名
、

学
年
、
電
話
番
号
、
保
護
者
名

を
記
入
・
押
印
の
う
え
、
左
記

に
お
送
り
く
だ
さ
い
。
応
募
結

果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
申
込
期
限　

５
月
31
日

（土）

当
日
消
印
有
効

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

日
本
非
核
宣
言
自
治
体
協
議
会

事
務
局　

親
子
記
者
事
業
係

〒
８
５
２
‐
８
１
１
７

長
崎
市
平
野
町
７
‐
８

長
崎
市
平
和
推
進
室
内

☎
０
９
５
︵
８
４
４
︶
９
９
２
３

　

軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税
は
、

４
月
１
日
現
在
の
登
録
上
の
所
有

者
︵
割
賦
販
売
の
場
合
は
使
用
者
︶

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

※
納
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
督

促
手
数
料
や
延
滞
金
が
加
算
さ

れ
ま
す
。

◆
減
免
制
度
に
つ
い
て

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病

者
手
帳
、
療
育
手
帳
又
は
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
人
で
、
一
定
の

障
が
い
の
級
別
に
該
当
す
る
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
、
軽
自
動

車
税
・
自
動
車
税
及
び
自
動
車

取
得
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
減
免
は
１
人
に
つ
き
普
通
車
ま

た
は
軽
自
動
車
︵
原
付
を
含
む
︶

の
い
ず
れ
か
１
台
で
す
。

※
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
期
限

は
５
月
26
日

（月）
で
す
。
期
限
内

に
申
請
が
な
い
場
合
は
減
免
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

◎
軽
自
動
車
税
︵
市
税
︶
の
納
税
、

減
免
の
該
当
要
件
・
申
請
に
必

要
な
も
の
等
に
つ
い
て

市
役
所
税
務
課
軽
自
動
車
税
担

当　
　
　
　

☎
82-

９
５
１
２

◎
自
動
車
税
︵
県
税
︶
に
関
す
る

こ
と

・
納
税
に
つ
い
て

大
分
県
税
事
務
所

☎
０
９
７
︵
５
０
６
︶
５
７
７
１

・
減
免
の
該
当
要
件
・
申
請
に
必

要
な
も
の
等
に
つ
い
て

大
分
県
税
事
務
所

自
動
車
税
管
理
室

☎
０
９
７
︵
５
５
２
︶
１
１
２
１


